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空気が乾燥する冬に向けて火災想定訓練を実施しました。 

様々な訓練を積み重ねることが、被害の軽減に繋がります。 

 

 
 

富士吉田消防署に忍野小学校の３年生が、社会科見学で来庁しました。 

指令課、車両展示等を熱心に見学されていました。 

 

 
 

 

救急課の職員により、保護者を対象に、富士吉田市でこども予防教室を開催しました。 

第４回目は、心肺蘇生法の説明をおこないました。 

 

 



 

 

 

当本部第一駐車場にて献血を実施しました。 

多くの皆様にご協力していただき感謝しています。 

 

 

吉田署及び河口湖署の職員により、旧西桂町役場にて解体訓練を実施しました。 

破壊資機材等を使用し、若手職員にとって良い経験となりました。 

 

 



 

 

富士五湖消防本部で職員意見発表会を行いました。 

６名の発表者の中から２名が代表で、県大会に出場することになります。 

 

 

 

 

富士五湖消防協会富士五湖支部より、子供用防火服が贈呈されました。 

各種イベントなど、大切に使わせていただきます。 

 

 
 

 

指導救命士等による教育評価要領に基づく教育訓練を実施しました。 

現場活動において、常に隊員が同じ共通認識を持つことが重要となります。 

 



 

河口湖消防署で特殊災害訓練を実施しました。 

建物内に有害物質が発生した想定で行いました。 

 

 

 

ロープウェイが非常停止した想定で、実際に高所から要救助者を救出しました。 

 



 

本部３階大会議室にて、救急課の指導により普通救命講習会を実施しました。 

心肺蘇生法及びＡＥＤの使用方法等を学び、有意義な講習会となりました。 

 
 

FM ふじやま様での広報活動を実施しました。「火災調査に

ついて」予防課の小俣火災調査担当がお話ししました。 

毎月第 3 金曜日の 13 時 10 分から 13 時 30 分頃に放送と

なります。（当消防本部管内で災害等があった場合を除く）

是非、お聞きください。 

 

 

富士吉田消防署・河口湖消防署・指令課職員により、英会話実習を行いました。富士五湖消防本部では、 

増加する外国人の救急需要等に対応するため、定期的に英会話講習会を実施しています。 



 

本部・富士吉田消防署、河口湖消防署にて、年末特別点検を実施しました。 

消防長点検及び表彰が行われました。 

 

 

本部・富士吉田消防署にて、代表理事特別点検を実施しました。 

代表理事から点検を受け、訓示をいただきました。 



 

河口湖消防署にて、組合理事特別点検を実施しました。 

富士河口湖町町長から点検を受け、訓示をいただきました。 

 

 

 

1 月８日に富士吉田消防署、９日に河口湖消防署で安全祈願祭を実施しました。 

車両の事故防止及び職員の健康を祈願し年初めに毎年おこなっています。 



 

 

東部出張所職員の指導により、

忍野村出初式の事前訓練を実

施しました。 

 

 

 

 

西桂中学校体育館にて、西桂町消防団出初式が盛大に挙行されました。 

 

忍野村民体育館にて、忍野村消防団出初式が盛大に挙行されました。 

湖畔で放水後、山中湖村民体育館にて山中湖村消防団出初式が盛大に挙行されました。 



 

 

 

 

富士急ハイランド休園日に、防災訓練を実施しました。 

はしご車救出訓練、救急連携訓練等をおこないました。 

富士山ホールにて、富士吉田市消防団出初式が盛大に挙行されました。 

 

 

河口湖消防署の職員により、救急入門講習を実施しました。 

ＡＥＤと心肺蘇生法を学んでいただきました。 



 

 

消防長の代理出席として、富士吉田消防署副署長が参加しました。 

林業関係者の安全祈願をおこないました。 

 

 

河口湖消防署の職員により、打上げ花火及び露店の検査を実施しました。 

ルールを守っていただくことが、イベントの成功に繋がります。 



 

「林野火災注意報・林野火災警報」の運用開始について 

 
令和7年２月に岩手県で発生した大船渡市林野火災を受けて、令和８年1月1日から林野火災の予防を目的とした

「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されました。 
 

○「林野火災注意報・林野火災警報」について  
△林野火災の予防上、注意が必要な気象条件となった場合、「林野火災注意報」を発令することができます。林

野火災注意報を発令した場合には、注意喚起を行うとともに、火の使用の制限について「努力義務」を課すこ

ととなります。  

△さらに、林野火災の予防上、危険な気象条件となった場合、「林野火災警報」を発令することができます。林

野火災警報を発令した場合には、火の使用の制限について「義務」を課すこととなります。 

 

○林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について 
林野火災注意報は、富士五湖地域の雨量観測所等における合計雨量を基に発令することがあります。  

林野火災警報は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された際に発令することがあります。 

 

○「林野火災注意報・林野火災警報」が発令された場合の規制について 

火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。  

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと  

(2) 煙火を消費しないこと （※ 煙火とは、花火の正式名称です。）  

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと  

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと  

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙

をしないこと  

(6) 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること 

 

○火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出について 
たき火等、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ、消防

署に届け出なければなりません。（火災予防条例第45条） 

 届出書の提出は、焼却等の行為を許可するものではありません。 

     

                                 

お問い合わせ 

 

 

 

 

                                 

 林野火災注意報 林野火災警報 

発令基準 

次の（①+②）又は①+③に該当した場合 

①前３日間の合計降水量が 1mm 以下 

＋ 

②前 30 日間の合計降水量が 30ｍｍ以下 

③乾燥注意報が発表 

 

林野火災注意報の発令基準 

＋ 

強風注意報が発表 

内容 
火の使用の制限について努めなければならない 

（努力義務） 

火の使用の制限について従わなければならない 

（義務） 

罰則 なし 
30 万円以下の罰金又は拘留 

（消防法第 44 条） 

発令時の措置 

・市町村等の各関係機関への通報 

・防災行政無線やホームページ等での広報 

・消防車両等による巡回広報 など 

・市町村等の各関係機関への通報 

・防災行政無線やホームページ等での広報 

・消防車両等による巡回広報 など 

富士五湖消防本部 

警防課      ℡0555-22-4421 

富士吉田消防署  ℡0555-23-0119 

河口湖消防署  ℡0555-72-0119 

 



 

急な病気やけがで病院に行くか迷ったときは 

救急安心センターやまなし（救急電話相談） 

休日・夜間に病院をお探しのときは（富士北麓地域） 

富士五湖消防本部（音声ガイダンス） 

緊急的な搬送が必要と判断した場合に 

救急車を要請するときは 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口頭指導は、危機的状況に陥った傷病者のそばに居合わせた人から情報を聴取し、状況に

適した応急手当を指示して実行してもらうことにより救命効果の向上を図るために実施し

ています。 

突然の状況で大変かと思いますが、指令センター職員へのご協力をお願いいたします。 



富士五湖消防本部では、１分１秒を争う住民の命を

守るために「富士五湖まちかど救急ステーション」

標章制度を運用し、コンビニや一般企業などの施設

のご協力のもと普及をしています。 

住民のためにＡＥＤによって救命できる体制への

ご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

詳しい内容は、富士五湖消防本部 救急課 

（0555-22-4430）までご連絡ください。 

緊急時には、富士五湖消防本部ホームページまたは

ＣＡＴＶ富士五湖データ放送 救急医療情報の富士

五湖まちかど救急ステーションQRコードを活用して

MAP をご覧ください。 
大事な命を守る！ 

救急ステーション MAP QR コード 

平成 23 年から「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられてい

ます。富士五湖地域の設置(率)状況は 78％(令和 3 年度)です。 

住宅火災による死者は、年間約 1,000 人にも上り、そのほとん

どが逃げ遅れによるものです。 

安全な生活を送るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。 

 

【住宅用警報器を設置されている皆様にお願い】 

 定期的な点検をお願いするとともに、設置から 10 年経過してい

ましたら交換をお願いいたします。 

 

 ※住宅用火災警報器の詳しい内容は、富士五湖消防本部ホーム

ページもしくは下記 QR コードからご覧ください。 

住宅用火災警報器の詳細 QR コード 



軽い症状でも救急車の利用する人が増えています。 

 

当消防本部の救急車は 6台です。近く消防署から救急車

が出場している場合は、遠くからの救急車が出場すること

となります。 

 

事故による大けがの人や、心筋梗塞や脳卒中などで緊急

に病院へ搬送しなければならない場合に遅れてしまいま

す。 

 

 皆様のご協力をお願いいたします！ 

 





 

救急隊は現場を出発するまでに、救急車を要請した状況や症状の確認、傷病者の観察・処置をした内容を

病院へ連絡をしています。また、症状や観察の結果、病歴、掛かり付け病院、出動場所の位置などを考慮し

て搬送先病院を選定します。病院への連絡は、救急隊だけでなく消防本部の指令センターと協力しながら行

っています。  

 

病院でもすべての症状に対応出来るわけではありません。救急隊は、病院の受入れ情報をもとに近隣の受

入れ先を探しますが、特に夜間、休日などは救急診療に限られるため、病院がひっ迫している状況など

により、病院への依頼回数が多くなることで、現場への滞在時間が長引くことがあります。ま

た、医師の判断によっては救急車ではなく、家族等により自家用車で来るよう指示がある場合

があります。 

限られた医療資源を守るためにも救急医療の適正利用にご協力をお願いします 

 



  

 

閲覧していただくとともに、 

フォロー・登録等を 

よろしくお願いしますニャ 

応急手当普及講習受講申

請書もメールで送れるよ。 



 こちらも見てニャ 

 使ってほしいニャ 



毎月富士五湖消防本部の出場状況やイベント

を FM ふじやまさんのご協力のもと、お知らせい

たします。 

毎月第３金曜日。１３時００分頃から FM ふじ

やまラジオでの広報です。 

☆消防に関する広報 

１）今月の火災原因、救助内容、救急内容 

２）火災、救助、救急の予防を促す 

３）消防の各種イベントのお知らせ 

４）その他（消防署の仕事、消火器の説明、住

宅火災用警報器の説明、初期消火の仕方、女性消

防士の紹介、救急救命士の役割、普通救命講習会

の開催、心肺蘇生法や AED の取り扱い説明など） 

 

当消防本部のカレンダーを作成しました。 

ホームページにてダウンロードできます。 

ぜひ、ご活用ください。 

 

【富士五湖消防本部ホームページ QR コード】 

 



 火災     2 件 

 救急     7 件 

 救助    284 件 

    《速報値》 

 火災    ４８件 

 救急 ５，６６８件 

 救助   １４５件 

    《速報値》 

毎月富士五湖消防本部の出場状況やイベント

を CATV 富士五湖さんのご協力のもと、お知ら

せいたします。 

毎週、日曜日 16 時 30 分～・22 時 30 分～ 

CATV 富士五湖の 10ch「ミライちゃんから

のお知らせ（富士五湖消防本部）」という番組で

放映（約 5 分）。（まちの話題【11ch】でも不定

期に放送） 

☆消防に関する広報 

１）今月の火災・救助・救急件数 

２）今月の火災原因、救助内容、救急内容 

３）火災、救助、救急の予防を促す 

４）消防の各種イベントのお知らせ 

５）その他（消防署の仕事、消火器の説明、住

宅用火災警報器の説明、初期消火の仕方、女性消

防士の紹介、救急救命士の役割、普通救命講習会

の開催、心肺蘇生法や AED の取り扱い説明など） 

 



第２７号は１２月,１月の行事、当消防本部の「お願い」と「お知らせ」をご紹介しました。 

第２８号（２月,３月）も富士五湖消防本部の行事を中心に、盛りだくさんでお伝えします。お楽しみに。 

                                             広報室長 


